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会員

日本動物用医薬品協会

各位

当協会の運営につきましては、日ごろからご支援、ご揚力を頂きお礼申し上げます。

さて、標記のことについて、農林水産省消費・安全局長より通知がありましたのでお知

らせします。

動薬協会発220号

平成24年9月25日

獣医師法施行規則の部改正について

社団法人日本動物用医薬品協会

理事長福井邦顯

(公印省略)



件.日本動物用医薬品協会理事長殿

獣医師法施行規則の一部改正について

獣医師法佃召和24年法律第186号。以下「法」という)第22条の規定に

基づく獣医師の届出について、獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号。

以下「省令」という。)第13条第2項の規定に基づく省令第6号様式が別記のと

おり改正されましたのでお知らせします。

獣医師は本年度、法第22条に基づく2年ごとの届出を行う必要がありますので、

貴会に所属する獣医師ヘの周知方よろしく船願いいたします。

24消安第2655号

平成24年9月24日

農林水産省消費・安全局

'産、
24.9.?5

叉Wy



第6号様式

1 番号

(3)登録年月日

ふりがな

(5)氏名

(フ)現住所

第

1平成

2昭和

3大正

〒[田・[[[ロ 電話(

都道 市 区

府県 郡

(8)主たる職業((9)からQDの各項目について最も該当するものーつを0で囲むとど。)
aの業務の内容 aD勤務先⑨業務の種類

1自ら開設する診療施設において診療の 01個人診療施設1 産業動物診療

業務に従事(開設者又は法人代表者) 02農業協同組合i牛五馬湿豚

2他の者が開設する診療施設において診03農業共済組合、農業共済組N鶏 Vその他

合連合会又は特定組合Ⅱ小動物診療 療の業務に従事

3自ら往診のみによって診療の業務に従 04国i犬Ⅱ猫遊小鳥

Ⅲ 1及ぴⅡ以外の診療 05都道府県事

Ⅳ診療以外の業務であって 4他の者に雇用され1主診のみによって診 06市町村

07独立行政法人獣医学上の知識を必要と療の業務に従事

08国立大学法人5行政事務に従事するもの

V獣医学上の知識を必要とア農林畜産イ公衆衛生 09 私立学校

010競馬関係団体ウ環境工その他しない業務

6試験研究に従事(大学勤務を除く。) 011民間企業Ⅵ無職

012公益法人、一般社団法人7獣医系大学で教育に従事

等(教官又は教員)(1又はⅡを0で囲んだ者は、

8獣医系大学の勤務者(大学院生を含 0玲その他iからリ又はiから道までの主た

む。)で7以外に従事る対象をーつ選択し、0で囲むこ

9獣医系大学以外で教育に従事と。)

(教官又は教員)

10その他の業務に従事

ア製薬イ飼料ウその他

獣医師法第22条の届出書

11!(の本籍地の属する
!11 都道府県名

(4)生年月日

年 月 日

(平成

1平成

2 昭和

3 大正

4明治

別(6)

〒[田・ロコニロ
都道

府県

12

①本庁等②検査指'機関

③家畜保健衛生所等④保健所等

⑤食肉衛生検査所等⑥その他

31

都道

府県

年 月

(04力、ら06までのいずれかを0で囲んだ

者は、q功、ら⑥までの番号をーう選択

し、 0で囲むこと。)

日

男・女

佃本工業規格A4)

電話(

区

ふりがな

(12)勤務先の名称
a3)勤先の所在地

a4)従たる職業の概要

a5)用考

(5又はⅡを0で囲んだ者は、5のアから工まで又はⅡ

のアからウまでの舷当する分野を一0選択L、 0で

囲むこと。)

町
村

町
村

市
郡



注意

1 登録年月日には、最初に獣医師名簿に登録された年月日を記入すること。
2 主たる職業の業務の種類は、炊のとおりとする。

産業動物診療とは、動物の診療であって、最近における主たる対象が牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏又は
うずらであるものをいう。

小動物診療とは、動物の診療であって、最近における主たる対象が犬、猫又は獣医師法施行令(平成四
年政令第二百七十三号)第二条各号に掲げる飼育動物(以下「小鳥」という。)であるものをいう。
1及びⅡ以外の診療とは、動物の診療であって、最近に粘ける主たる対象が牛、馬、めん羊、山羊、豚、

鶏、うずら、犬、猫及び小鳥以外の動物であるものをいう。
3 勤務先において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとごろによる。

特定組合農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第玉十Ξ条の一第四項に規定する特
定組合をいう。

公益法人公益社団法人及ぴ公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第
二条第三号に規定する公益法人をいう。
一般社団法人等一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二

条第一項に規定する一般社団法人等をいう。
4 従たる職業の概要には、(9)欄及び(1の欄に掲げる番号を併せ記入するとと。
また、(9)欄の1又はⅡを業務の種類として選択した場合には、1のiからVまで又はⅡのiから道までの
主たる対象をーつ記入し、aの欄の5又は10を業務の内容として選択した場合には、5のアから工まで又は
10のアからウまでの該当する分野をーつ記入すること。

5 届出書が経由される都道府県が前回と異なる場合は、前回の都道府県名を備考欄に記入すること。
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嬰録年月日

名氏

現住所

無
免討取得の

格喪

業務の稲類

業務の内容

勤務先の串称

勤務先の所在地

従たろ職業の堰専

(遂瘻9輪太だ俗田論太)

条届出牲
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霊
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記
入
す
る
こ
と
。

主
た
る
職
業
の
業
務
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

2

一
産
業
動
物
診
療
と
は
、
動
物
の
診
療
で
あ
っ
て
、
最
近
に
お
け
る

主
た
る
対
象
が
牛
、
馬
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
逐
鶏
又
は
う
ず
ら
で

あ
る
も
の
を
い
う
。

二
小
動
物
診
療
と
は
、
物
の
診
療
で
あ
っ
て
、
最
近
に
お
け
る
主

た
る
対
象
が
犬
、
猫
又
は
獣
医
師
法
施
行
令
(
平
成
四
年
政
令
第
二

百
七
十
三
号
)
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
飼
育
動
物
(
以
下
「
小
鳥
」

と
い
う
。
)
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

三
 
1
及
び
Ⅱ
以
外
の
診
療
と
は
、
物
の
診
療
で
あ
っ
て
、
最
近
に

お
け
る
主
た
る
対
象
が
牛
、
馬
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚
、
、
う
ず

ら
、
犬
、
猫
及
び
小
鳥
以
外
の
動
物
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

勤
務
先
に
つ
い
て
、
炊
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
は
、
そ
れ
ぞ

3

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
る
。

一
特
定
組
合
業
災
害
補
償
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十

五
号
)
第
五
十
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
組
合
を
い
う
。

二
公
益
法
人
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関

す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
)
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
公
益
法
人
を
い
う
。

三
一
般
社
団
法
人
等
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す

る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
)
第
二
条
第
石
万
に
規
定

士

こ

獣
医
師
国
家
試
(
法
第
十
条
の
試
験
)
に
合
格
し
た
者

学
校
で
獣
医
学
を
修
め
た
こ
と
に
ょ
り
無
試
で
免
許
を
受
け
た

(
4
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
)

獣
医
師
試
験
(
旧
法
第
一
条
第
二
項
第
二
号
の
試
験
)
に
合
格
し

3

゛
、

う

U

゛

、
ら
メ

こ
ネ
、
田

こ

併
せ
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、

の
1
又
は
Ⅱ
を
業
務
の
類
と
し

9

し
こ
口
こ
ネ
、
ー
.
ー
)
ら
 
V
 
゛
ネ
Ⅱ
.
ー
)
ら

で
の
主
た
る
対
象
を
一
つ
記
入
し
、
⑪
の
5
又
は
W
を
業
務
の
内
容

と
し
て
選
択
し
た
場
合
に
は
、
 
5
の
ア
か
ら
工
ま
で
又
は
W
の
ア
か
ら

ウ
ま
で
の
該
当
す
る
分
野
を
一
つ
記
入
す
る
こ
と
。

届
出
書
が
経
由
さ
れ
る
都
道
府
県
が
前
回
と
異
な
る
場
合
は
、
前
回

の
都
道
府
県
名
を
備
考
に
記
入
す
る
こ
と
。

す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
免
状
番
号
及
び
最
初
に
仮
免
状
を
得
た

年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。

一
免
許
取
得
の
資
格
の
種
類
は
、
炊
の
区
分
に
ょ
り
番
号
を
記
入
す
る

0

一
1

4
 
外
国
で
獣
医
師
の
免
許
を
得
た
等
の
事
由
に
ょ
り
旧
法
第
一
条
第

二
項
第
三
号
若
し
く
は
旧
獣
医
免
許
規
則
(
明
治
二
十
三
年
法
律
第

七
十
六
号
)
第
二
条
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
ょ
り
、
又
は
旧
獣

医
免
許
規
則
(
明
治
十
八
年
太
政
官
布
告
第
二
十
八
号
)
第
四
条
の

規
定
に
ょ
り
免
許
を
受
け
た
者

5
 
獣
医
免
許
試
験
(
旧
獣
医
免
許
規
則
(
明
治
二
十
三
年
法
律
第
七

十
六
号
)
第
二
条
第
一
号
の
試
)
に
合
格
し
た
者

6
 
獣
医
開
業
試
(
旧
獣
医
免
許
規
則
(
明
治
十
八
年
太
政
官
布
告

第
二
十
八
号
)
第
一
条
の
試
)
に
合
格
し
た
者

一
免
許
取
得
の
資
格
の
卒
業
学
校
名
は
、
炊
に
ょ
り
記
入
す
る
こ
と
。

1
 
法
第
三
条
の
規
定
に
ょ
り
獣
医
師
の
免
許
を
受
け
た
者
(
法
附
則

第
十
七
項
の
規
定
に
ょ
り
獣
医
師
国
家
試
験
を
受
け
た
者
を
除
く
J

に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
二
.
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
卒
業
学
校
名

2
 
法
附
則
第
六
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
十
八
項
の
規
定
に
ょ
り
免

許
を
受
け
た
者
、
法
附
則
第
九
項
に
規
定
す
る
獣
医
師
又
は
法
附
則

第
十
七
項
の
規
定
よ
り
獣
医
師
国
家
試
験
を
受
け
て
法
第
三
条
の
規

定
に
ょ
り
免
許
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
旧
法
第
一
条
第
二
項
第

石
万
又
は
第
三
号
の
卒
業
学
校
名

旧
獣
医
免
許
規
則
(
明
治
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
)
第
三
条

の
規
定
に
ょ
り
免
許
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
同
規
則
第
二
条
第

二
号
又
は
第
三
号
の
卒
業
学
校
名

51 41



4
 
旧
獣
医
免
許
規
則
(
明
治
十
八
年
太
政
官
布
告
第
二
十
八
号
)
第

二
条
の
規
定
に
ょ
り
免
許
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
同
規
則
第
三

条
の
卒
業
学
校
名

四
主
た
る
職
業
の
業
務
の
種
類
は
、
炊
の
区
分
に
ょ
り
番
号
を
記
入
す

る
こ
と
。

1
 
動
物
の
診
療
で
あ
つ
て
、
最
近
に
お
け
る
主
た
る
対
象
が
牛
、
馬
、

め
ん
羊
山
羊
、
豚
鶏
又
は
う
ず
ら
で
あ
る
も
の

2
 
動
物
の
診
療
で
あ
つ
て
、
最
近
に
お
け
る
主
た
る
対
象
が
犬
、
猫

又
は
獣
医
師
法
施
行
令
(
平
成
四
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
)
第
二

条
各
号
に
掲
げ
る
飼
育
動
物
(
以
下
「
小
鳥
」
と
い
う
J
 
で
あ
る

の

3
 
動
物
の
診
療
で
あ
つ
て
、
最
近
に
お
け
る
主
た
る
対
象
が
牛
、
馬
、

め
ん
羊
、
山
羊
、
豚
犬
、
猫
鶏
、
う
ず
ら
及
び
小
鳥
以
外
の
動

物
で
あ
る
も
の

4
 
動
物
の
診
療
以
外
の
業
務
で
あ
つ
て
、
獣
医
学
上
の
知
識
を
必
要

と
す
る
も
の

5
 
獣
医
学
上
の
知
識
を
必
要
と
し
な
い
も
の

五
業
務
の
内
容
は
、
炊
の
区
分
に
ょ
り
番
号
を
記
入
す
る
こ
と

1
 
自
ら
開
設
す
る
診
療
施
設
に
お
い
て
診
療
の
業
務
を
行
う
も
の

2
 
他
の
者
が
開
設
す
る
診
療
施
設
に
お
い
て
診
療
の
業
務
を
行
う
も

の
る
こ
と
。

七
届
出
書
の
経
由
す
る
都
道
府
県
知
事
が
前
回
と
異
な
る
場
合
は
、
前

回
経
由
し
た
都
道
府
県
知
事
を
備
考
に
記
入
す
る
こ
と
。

該
当
事
項
の
な
い
に
は
、
斜
線
を
引
く
こ
と
。

34

自
ら
往
診
の
み
に
ょ
つ
て
診
療
の
業
務
を
行
う
も
の

他
の
者
に
雇
用
さ
れ
往
診
の
み
に
ょ
つ
て
診
療
の
業
務
を
行
う
も

5
 
1
か
ら
4
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

六
従
た
る
職
業
の
概
要
に
は
、
四
の
区
分
に
ょ
る
番
号
を
併
せ
記
入
す

の

八1



、
二1

0
農
林
水
産
省
令
第
玉
十
号

獣
医
師
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号
)
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
獣
医
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
{
正
め
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
四
日

獣
医
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

獣
医
師
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
四
年
農
林
省
令
第
九
十
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

鶚
の
如
戴
外

(
ご
鵬
鄭
畔
叩

鶚

畔
阪
巽
評
鶚
器
)
脆
8
創
圧
叫

農
林
水
産
大
臣
郡
司
彰

叩
(
N
)
"
謂
達
S
凱
↓

(
旧
瓢
令
話
山
曽
皿
舗
甫
)

嬰



(3)登録年月日

男・女

平成

a召禾口

大正

ふりがな

)氏名

年 月

る都道府県名

現住所

(4)生年月日

日

〒ロロローロロロロ

都道

府県

1 平成

昭和

大正

明治

府県

年 月

(6 ),性別

郡

電話(

1
 
2
 
3

2
 
3
 
4

町
村



(8)主たる職業((9)から(1D までの各項目について最も該当するものーつを0で囲むこと

業務種類

1 産業動物診療

i 牛丑馬

道豚N鶏

aの業務の内容

V その他

Ⅱ小動物診療

1 自ら開設する診療施設において診療の

業務に従事(開設者又は法人代表者)

2 他の者が開設する診療施設において診

療の業務に従事

3 自ら往診のみによって診療の業務に従

事

4 他の者に雇用され往診のみによって診

i 犬註猫

血小鳥

Ⅲ 1及びⅡ以外の診療 療の業務に従事

勤務

侃個人診療施設

促農業協同組合

船農業共済組合、農業共済

組合連合会又は特定組合

04 国

05 都道府県

06 市町村

07 独立行政法人



Ⅳ診療以外の業務であ 5 行政事務に従事

つて獣医学上の知識をア農林畜産イ公衆衛生ウ環境四私立学校

010 競馬関係団体必要とするもの

V 獣医学上の知識を必

要としない業務

工その他

6 試験研究に従事(大学勤務を除く。) 0Ⅱ民間企業

7 獣医系大学で教育に従事(教官又は教 012 公益法人、一般社団法人

等員)

(1又はⅡを0で囲んだ 8 獣医系大学の勤務者(大学院生を含む 0玲その他

Ⅵ無職

者は、 1 の i から V まで

又はⅡのiから血までの 9 獣医系大学以外で教育に従事(教官又(04から06までのいずれかを

0で囲んだ者は、①から⑥ま主たる対象をーつ選択しは教員)

、 0で囲むとと。)

0 )で7以外に従事

08 国立大学法人

10 その他の業務に従事

ア製薬イ飼料ウその他

(5又は10を0で囲んだ者は、5のアから①本庁等

圀むこと。)

での番号をーつ選択し、 0で



工まで又は10のアからウまでの該当する分②

③野をーつ選択し、 0で囲むこと。)

ふりがな

(12)勤務先の名称

(13)勤務先の所在地 〒ロロローロロロロ

検査指導機関

家畜保健衛生所等

保健所等

食肉衛生検査所等

その他

都道

府県 郡

電話(

区 町

村

④
⑤
⑥



(
邑
窯
汁
が
起
瓣
8
嘉
胴

(
邑
瓢
峠

注
意

登
録
年
月
日
に
は
、
最
初
に
獣
医
師
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。

1

主
た
る
職
業
の
業
務
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

2

一
産
業
動
物
診
療
と
は
、
動
物
の
診
療
で
あ
っ
て
、
最
近
に
お
け
る
主
た
る
対
象
が
牛
、
馬
、
め
ん
羊
山
羊
、
豚
、
鶏

又
は
う
ず
ら
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

二
小
動
物
診
療
と
は
、
動
物
の
診
療
で
あ
っ
て
、
最
近
に
お
け
る
主
た
る
対
象
が
犬
、
猫
又
は
獣
医
師
法
施
行
令
(
平
成

四
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
)
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
飼
育
動
物
(
以
下
「
小
鳥
」
と
い
う
。
)
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

三
 
1
及
び
Ⅱ
以
外
の
診
療
と
は
、
動
物
の
診
療
で
あ
っ
て
、
最
近
に
お
け
る
主
た
る
対
象
が
牛
、
馬
、
め
ん
羊
、
山
羊
、

(
皿
卦
H
繼
溢
瑛
ン
士

、6



豚
鶏
、
う
ず
ら
、
犬
、
猫
及
び
小
鳥
以
外
の
動
物
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

3
 
勤
務
先
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
る
。

一
特
定
組
合
農
業
災
害
補
償
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
)
第
五
十
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定

組
△
口
を
い
う
。

二
公
益
法
人
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
)
第
二

条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
益
法
人
を
い
う
。

三
一
般
社
団
法
人
等
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
)
第
二
条

第
石
方
に
規
定
す
る
一
般
社
団
法
人
等
を
い
う
。

4
 
従
た
る
職
業
の
概
要
に
は
、
 
9
欄
及
び
W
欄
か
ら
該
当
す
る
番
号
を
併
せ
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、
 
9
欄
の
1
又
は
Ⅱ
を

業
務
の
種
類
と
し
て
選
択
し
た
場
合
に
は
、
ー
の
・
ー
か
ら
 
V
ま
で
又
は
Ⅱ
の
i
か
ら
血
ま
で
の
主
た
る
対
象
を
一
つ
記
入
し

、

W
欄
の
5
又
は
W
を
業
務
の
内
容
と
し
て
選
択
し
た
場
合
に
は
、
 
5
の
ア
か
ら
工
ま
で
又
は
W
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
該
当

す
る
分
野
を
一
つ
記
入
す
る
こ
と
。

5
 
届
出
書
が
経
由
さ
れ
る
都
道
府
県
が
前
回
と
異
な
る
場
合
は
、
前
回
の
都
道
府
県
名
を
備
考
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

)(

)(

)(

7



こ
の
省
令
は
、
平
成
.
二
十
四
年
九
月
二
十
四
口
か
ら
施
行
す
る

附
則



獣医師の皆様ヘ

獣医師法第22条の届出は、獣医師の分布、就業状況、移動状況等を

的確に把握するため、2年ごとに行われており、獣医師にはその届出が

義務付けられています。

◎平成24年度は、獣医師法第22条の届出を行

わなければなりません。

◎平成24年12月31日現在の状況を

1こ、

◎ になりました。

しい届出様式や記載方法は農林水産省HP

(下記URL)に掲載しています。
http://、N、N、N.ma仟.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html

てください。

六結婚等により、氏名や本籍地都道府県が変更された場合には、変更が

あった日から30日以内に、登録事項の

なお、変更申請の詳細は、農林水産省HP(下記URL)に掲載しています。

http://WWW.ma仟.go.jp/vsyouan/tikusui/zyui/menkyo.htm併b

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課獣医事

^
別途行ってください。

回回

回.会'

回回

回



第6号様式

D登録番号

(3)登録年月日

ふりがな

⑤氏名

⑦現住所

第

1平成

2昭和

3大正

〒皿..・..盟目 電話(

市都道 町区

村府県 郡

(8)主たる職業((9)からaDの各項目について最も該当するものーつを0で囲むこと。)
al)勤務先(1の業務の内容四)業務の種類

1自ら開設する診療施設において診療の01個人診療施設1 産業動物診療
業務に従事(開設者又は法人代表者)02農業協同組合'牛五馬道豚

2他の者が開設する診療施設において,03農業共済組合、農業共済組加鶏 Vその他
合連合会又は特定組合療の業務に従事Ⅱ小動物診療

3自ら往診のみによって診療の業務に従 04国i犬註猫血小鳥
05都道府県瓜 1及びⅡ以外の診療 事

Ⅳ診療以外の業務であって4他の者に雇用され往診のみによって診 06市町村
07独立行政法人獣医学上の知識を必要と療の業務に従事
明国立大学法人5行政事務に従事するもの
四私立学校V獣医学上の知識を必要とア農林畜産イ公衆衛生
010 競馬関係団体ウ環境工その他しない業務

6試験研究に従事(大学勤務を除く。) 0Ⅱ民間企業Ⅵ無職
012公益法人、一般社団法人7獣医系大学で教育に従事

等(教官又は教員)(1又はⅡを0で囲んだ者は、

8獣医系大学の勤務者(大学院生を含 013その他iからV又はiから通までの主た

む。)で7以外に従事る対象をーつ選択し、0で囲むこ

9獣医系大学以外で教育に従事と。)

(教官又は教員)
10その他の業務に従事

ア製薬イ飼料ウその他

獣医師法第22条の届出書

年 月

②本籍地の属する

都道府県名
(4)生年月日

日

1平成

2昭和

3大正

4明治

⑥性別

平

(15)備考

12月31日在

都道
府県

〒皿盟皿・雪巨盟罰
都道

府県

年 月

(04から06までのいずれかを0で囲んだ

者は、①から⑥までの番号をーつ選択

し、0で囲むこと。)

日

男・女

ふりがな

a2)勤務先の名称
(13)勤務先の所在地

①本庁等②検査指導機関

③家畜保健衛生所等④保健所等

⑤食肉衛生検査所等⑥その他

佃本工業規格A4)

(14)従たる職業の概要

(5又はHを0で囲んだ者は、5のアから工まで又はⅡ

のアからウまでの舷当する分野をーつ選択し、0で

囲むこと。)

号

町
村

(話
区

電

市
郡



以下、獣医師法(昭和24年法律第186号)第22条の届出を作成される際の参考としてください。

1 般的事項

(1)届出は獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号)第13条に規定する届出書(第6

号様式)により作成して下さい。

(2)届出の該当者は、我が国の獣医師免許を有し、かつ我が国に住所のある方です。なお、12

月31日に海外出張等で住所地にいない方も届出をしなければなりません。

(3)届出書の作成に当たっては、届出用紙の注意事項を読み、各記載事項欄に記入もれのない

ようにしてください。なお、該当事項のない棚には斜線を引いて下さい。

(4)文字は、黒又は青インクを用いて、楕書で明確に記入して下さい。

(5)誤記の訂正は、2本の横線を引いて消し、余白を用い.て正しく記入して下さい。

個別事項

(1)届出年月日欄には、忘れずに届出年月口(巫成旦生生12月31日現在)を記入して下さい。

(2)本籍地の属する都道府県名欄及ぴ氏名欄には、戸籍上の都道府県名(日本国籍を有しない

方はその国籍)及び氏名を記載して下さい。なお、獣医師免許に記載されている本籍地や

氏名が、婚姻等により戸籍上の本籍と異なっている場合、この届出書とは別に、施行規則

第3条に規定する獣医師名簿登録事項変更申請(第2号様式)が必要です(詳細は農林水産

ガW訊IW.ma任.'1'1 U 11/tiku uvz uvnlenk o.htlnD を参照し省のウェプサイト

て下さい)。申請中の方は、備考欄にその旨を記入して下さい。

(3)登録年月日欄には、最初に獣医師名簿に登録された年月日を記載して下さい。獣医師免許

証の再交付又は登録事項の変更による書換交付を受けた方は、獣医師免許証裏面に登録年

月日が記載されています。先述の,再交付又は書換交付を受けていない方は獣医師免許証表

面の登録年月日を記載して下さい。

(4)現住所欄及び勤務先の所在地欄には、番号(番地)まで記入して下さい。また、12月31

日現在、海外出張等で住所地にいない方は、現住所欄には、我が国における住所地を記載

して下さい。

(5)主たる職業欄は最も該当するものを 1つずつ0で囲んで下さい。該当するものが2.つ以上

ある場合は、従たる職業の概要欄に記載して下さい。

(6)業務の内容欄のうち1から4の診療の業務のいずれかを0で囲んだ方で、その勤務先が株

式会社や有限会社等であって、専ら動物診療で収益を上げている場合、勤務先欄の01の

個人診療施設を0で囲んで下さい。なお、製薬会社や飼料会社の診療施設勤務者は勤務先

欄の011を0で囲んで下さい。

(フ)備考欄には主たる職業欄及び従たる職業の概要欄に関して参考となる事項を記載して下

さい。例えば、主たる職業欄の「その他」を0で囲んだ方は、その職業内容として、自

営業で酪農業を経営」などと記載して下さい。

獣医師法第詑条に基づく届出の作成参考資料

(参考)



Q1 届出を行わなかった場合、どうなりますか。

A1 本届出は、獣医師の義務ですので、不履行の場合は、法第8条第2項第3号により業務の停

止が命ぜられたり、免許が取り消されることがあります。また、1月末日の期限までに届出さ

れなかった場合は、本条の届出とは認められませんので注意して下さい。

獣医師法第器条に基づく届出に関するQ&A

Q2 どこに提出したら良いですか。

A2 お住まいの都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出ることとなっております。詳しく

は、都道府県の畜産主務課または最寄りの家畜保健衛生所ヘお問い合わせ下さい。

注意)勤務地や、出生地、出身大学の所在する都道府県ではありません。

(参考:全国家畜保健衛生所一覧)

holinde . tml'/niablconteD.tt :1/ r0 C.

Q3

A3

届出書の(9)業務の種類の1産業動物診療のVその他の対象動物とは何ですか

めん羊、山羊またはうずらです。

Q4 届出書の(9)業務の種類のⅡ小動物診療の道小鳥の対象鳥とは何ですか。

A4 オウム科全種(インコ、オオバタン、ヨウム等)、カエデチョウ科全種(プンチヨウ、

シマッ等)、アトリ科全種(カナリア、マヒワ等)です。

Q5 届出書の(9)業務の種類のⅢの「1及びⅡ以外の診療の対象動物」は何ですか。

A5 1及ぴⅡ以外の噛乳類(兎、フェレット等)や鳥類(ハト等)のほか、1旧虫類、両生類、魚

類等です。

Q6 (9)業務の種類の「V獣医学上の知識を必要としないもの」とは何ですか。

Q6 獣医事に関係しない学校勤務(高校農業や理科を除く)や自らは診療を切行わない動物病

院経営者、ペットショップの経営者等です。

Q9 県の農林畜産部局に所属していますが、家畜衛生関係業務と環境関係の業務を担当していま

す。どう記載したらよいですか。

Q7 産業動物診療(主として牛)と小動物診療(主として犬)を業務として郭り、主たる業務は

産業動物診療です。なお、個人診療施設に雇用されています。どう記載したらよいですか。

A7 <9)業務の内容は1及びi、(10)業務の内容は2、 QI)勤務先は 01 を0で囲んで下さ

、、

なお、(14)従たる職業の概要欄に「Ⅱ・i・2-01」と記載して下さい。

Q8 株式会社(有限会社・社団法人・財団法人)の経営する診療施設で働いています。届出書の

勤務先は011 (012)ですか。

A8 従前から「個人診療施設」に区分していますので、01を0で囲んで下さい。



(9)業務の種類はⅣを0で囲み、12月31日現在の主たる業務の内容を0で囲んで下さい

QI0 平成24年12月31日時点では、県庁から独立行政法人の畜産試験場に出向中です。 QD

勤務先は07独立行政法人を0で囲めばよいですか。

AI0 貴見のとおり、12月31日現在の業務の内容、勤務先(07独立行政法人)を0で囲んで下さ

し、

Q11 (11)勤務先の①本庁等の「等」は何ですか。また、③家畜保健衛生所等、④保健所等、

⑤食肉衛生検査所等の「等」はそれぞれ何ですか。

A11 本庁等は、都道府県庁本庁のほか、 00地方振興局農業普及センターといった地域振興事

務所です。ただし、地域振興事務所と家畜保健衛生所を兼任されている場合、本庁等ではなく、

家畜保健衛生所等を0で囲んで下さい。

家畜保健衛生所等は、家畜保健衛生所のほか、畜産試験場や家畜衛生研究所、家畜病性鑑定

所です。

保健所等は、保健所のほか、衛生研究所や保健福祉事務所、健康福祉環境事務所です。地方

振興事務所と保健所を兼任されている場合、本庁等ではなく.、保健所等を0で囲んで下さい。

食肉衛生検査所等は、食肉衛生検査センター、食肉衛生検査所、食品衛生検査所等です

※'畜産試験場は(1の業務の内容は6試験研究に従事(大学勤務を除く。)を0で囲んで下さい

Q12 獣医系大学の大学院生(または科目等履修生)です。どう記載したらよいですか。

(9)業務の種類はⅥ、(1の業務の内容は8 を0で囲み、(1D~(13)は斜線を引いて下さA 1 2

い。また、 a5)備考櫛に「00大学に大学院生として所属」などと記入してください。

なお、家畜保健衛生所にてアルバイトなどを行っている場合には、住4)従たる職業の概要欄

に「Ⅳ・5・ア・05 00家保でアノレバイト」と記載して下さい。

Q13 獣医系大学の研修医で,、。どう記載したらよいですか。

(9)業務の種類は1又はⅡ、(1の業務の内容は8、 aDは07独立行政法人,08国立大学A 1 3

法人,09私立学校のいずれかを0で囲んで下さい。また、(15)備考欄に「研修医として所属」

と記入してください。

Q 14

A 14

公立大学法人の獣医系大学に所属Lています。どう記載したらよいですか

(1Dは07独立行政法人を0で囲んで下さい。

.

Q15 特例民法法人に所属しています。住1)勤務先は012公益法人、一般社団法人等を0で囲め

ぱよいですか。

A15 貴見のとおりです。

Q16 認定小規模施設(年間30万羽以下)の食鳥処理場の検査員です。どう記載したらよいですか。

A16 aの業務の内容は10及びウを0で囲んで下さい。(1D、(12)及び(13)の勤務先では、食鳥検

査員であることがわかりにくい場合、(15)備考欄にその旨を記載して下さい。



Q17 国際機関に所属し、海外勤務をしています。どう記載したらよいですか。

(10)業務の内容は10及びウ、 al)勤務先は013を0で囲んで下さい。な粘、所属するA 17

国際機関の名称を住2)勤務先の名称欄に記入し、 a3)勤務先の所在治乱は斜線を引いて下さ

い。なお、提出先は日本国内の住所地の都道府県となります。

Q 18

A18

主婦(夫)です。どう記載したらよいですか。

(9)業務の種類はⅥを0で囲み、(1の~住3)は斜線を引いて下さい。

なお、アノレバイト等を行っている場合には、 A12を参照して下さい。ただし、アルバイト

等の収入によって、配偶者の所得税控除対象外となっている場合は、当該業務を主たる職業と

して記載して下さい。

Q 19

A 19

勤務先の規程に基づき、育児休業傭気療養等)を取得中です。どう記載したらよいですか。

休業中の勤務先について記載し、その旨を(15)備考欄に「育児休業中」と記入して下さy。

Q20 定年後、特に仕事はしていません。どう記載したらよいですか。

A20.(9)業務の種類はⅥを0で囲み、(1の~(1田は斜線を引いて下さい。

なお、業務を持っている場合には、 A12を参照して下さい。また、農業に従事したり、関

係団体等で役員(無報酬も含む。)になられている場合、(15)備考欄に役職名など記入して下さ

レ、

参照条文

0獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)伊劣

(届出義務)

第二十二条獣医師は、農林水産省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、

住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年一月三十一日までに、その住所地を管轄

する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。

(免許の取得し及び業務の停止)

第八条

2 '獣医師が炊の各号のーに該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見

を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずること

ができる。

第二十二条の規定による届出をしなかつたとき。

0獣医師法施行規則(昭和二十四年九月十四日農林省令第九十三号)住劣

(届出)

第十三条法第二十二条の農林水産省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年及び同年以降二

年ごとの各年とする。

2 法第二十二条(法附則第十一項後段及び法附則第十五項において準用する場合を含む。)の

規定による届出は、第六号様式によらなければならない。

二


